
一般競争入札の実施について 

 

次のとおり一般競争入札を行いますので、ご参加いただきたくお知らせします。 

 

令和６年７月２３日 

高清水園 

園長 斉藤 礼彦 

 

１．競争に付する事項 

（１）入札名 

非常用放送設備更新工事 

（２）納入場所 

高清水園（秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地の１） 

（３）工事内容 

  別紙、仕様書のとおり 

（４）契約方法 

一般競争入札 

（５）納入期限 

令和６年１２月２８日 

（６）契約者名 

  名 称 高清水園  

  代表者 園長 斉藤 礼彦 

     

２．競争に参加する者の必要資格に関する事項 

（１）入札日現在で秋田市内に本社、支店又は営業所等を有していること。 

（２）入札日現在で地方公共団体等から入札参加停止の措置を受けていないこと。 

（３）入札日現在で会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（４）過去において、本契約と同等の工事施工実績を有するとこと。 

 

３．競争入札執行の場所及び日時 

（１）入札場所 

高清水園 会議室 

※入札参加者以外は入札会場への入室はできません。 

 



（２）入札日時 

令和６年８月６日（火）午後２時００分 

 

４．入札参加申込 

（１）入札参加申込書の提出方法 

秋田県社会福祉事業団ホームページ（http://www.fukinoto.or.jp/）からダウンロードし、

郵送又は直接窓口へ提出すること。 

（２）入札参加申込書の受付期間 

令和６年７月２３日（火）～令和６年８月２日（金） 

（※土・日曜日を除く、午前９時から午後５時まで） 

（３）入札参加申込書の提出先 

  高清水園 管理課（事務室内） 

（４）確認書類の提出 

「２ 競争に参加する者の必要資格に関する事項 （４）」について確認書類の提出を

求めることがある。 

 

５．納入据付現場等の確認 

 必要な場合は、下記期間内において納入据付現場を確認することができる。 

（１）現場確認期間 

令和６年７月２３日（火）～令和６年８月２日（金） 

（２）現場確認申込方法 

  上記期間内に電話にて申込連絡をすること。 

 

６．入札に関する事項 

（１）入札保証金及び契約保証金 

免除 

（２）入札書記載金額 

  消費税を差し引いた金額を記載すること。 

（当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額が契約額となる。） 

（３）入札執行回数 

  ア）入札は３回までとし、３回目も不落になった場合は、３回目の入札金額の低い順に

随意契約の協議を行うものとする。 

  イ）落札者となるべき入札者が２人以上いる場合は、抽選によって落札者を決定する。 

（４）入札書の無効 

ア）入札参加資格がない者及び入札者に求められる義務を履行しなかった者が入札し

た場合。 



イ）記名押印がない場合。 

ウ）入札金額を訂正している場合。 

（５）入札の辞退 

ア）入札に参加した上で入札を辞退する場合は、入札書の金額の欄に「入札辞退」と記

入して提出すること。 

イ）入札開始時刻を過ぎても着席していない場合は、入札辞退とみなすものとする。 

（６）持参するもの 

ア）委任される方は委任状 

イ）入札書 ３枚（予備３枚） 

ウ）封 筒 ３枚（予備３枚） 

エ）印鑑、ボールペン、のり 

 

７．その他 

（１）本入札について質問等がある場合には、令和６年７月３１日（水）午後５時までの間

に書面（様式任意、ＦＡＸ提出可）により、下記問合せ先まで申し出ることができる。 

（２）提出された申込書等は返却しません。 

（３）その他不明な点は、下記まで問合せのこと。 

〒０１０－１４０６ 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地の１ 

高清水園 管理課 織山（オリヤマ）、三浦 

・電話番号 ０１８－８２９－３５７７   

・ＦＡＸ  ０１８－８２９－３５７８ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入 札 参 加 申 込 書 

 

令和   年   月   日 

 

 

高清水園 

園 長  斉藤 礼彦  様 

 

 

 

住  所 

 

事業所名 

 

代表者名                    ㊞ 

 

電話番号 

 

 

 

高清水園非常用放送設備更新工事契約に係る一般競争入札に参加いたします。併せて、入

札案内に定める競争入札に参加する者の必要資格に関する条件を満たすことを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２６号） 

 

（ 再 ・再々 ）        

入  札  書 

 

令和   年   月   日 

 

高清水園 

  園 長  斉 藤  礼 彦  様 

 

代表者が入札する場合 代理人が入札する場合 

 

住  所 

 

商号又は名称 

  

代表者名                   ㊞ 

 

 

商号又は名称 

  

代理人住所 

 

代理人氏名                  ㊞ 

 

 

次のとおり入札します。 

 

入札に付する事項 高清水園非常用放送設備更新工事契約 

入 札 金 額 

契約名 規格・品質 数量 単位 
金額       

（消費税抜） 
備考 

非常用放送設備

更新工事 
別紙仕様書のとおり     １ 式 円 

 

（注意） 

１．入札金額は、アラビア数字で記載すること。 

２．当該金額に１０/１００に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。 

 

 



（様式第２７号） 

委  任  状 

 

令和   年   月   日 

 

契約担当者  高清水園 

 園 長   斉 藤  礼 彦  様  

 

 

 (住所) 

私は（受任者住所氏名）(氏名)                       

 

 

 

 

 

を代理人と定め、（入札に付する事項） 高清水園非常用放送設備更新工事契約 の 

 

 

 

入札に関する一切の権限を委任します。 

 

 

 

 

 

住    所 

 

商号又は名称 

 

氏    名                 ㊞ 

 

         

 

使

用

す

る

印 

 



仕様書 

 

１．件名 

高清水園非常用放送設備更新工事 

 

２．工事概要 

高清水園非常用放送設備更新工事一式 

（それに伴う既存機器設定変更及び確認、設置、配線、廃棄部材処分等の付帯工事含む） 

 

３．工事箇所 

高清水園（秋田市上北手猿田字苗代沢１４－１） 

 

４．完成期限 

令和６年１２月２８日 

 

５．工事仕様等 

（１） 既存非常放送設備を関係法令等に対応したものであり、既存設備同等以上の設備に

更新すること。ただし、既存函体は流用可能とする。 

（２） 非常放送設備及び周辺付属設備のメーカーは限定しない。 

（３） 既存ラック式放送設備に、壁掛型放送設備を埋め込み設置する。 

（４） 火災時の非常放送音声を増設する（音声増設数及び音声内容は発注者と確認する） 

（５） 非常放送ができない期間が発生する場合、仮設等を設置し対応すること。ただし、

発注者が不要と判断した場合はこの限りではない。 

（６） 更新する部品等は全て新品とし日本工業規格（JIS）等に定められているものは、こ

れらの規格品を使用すること。 

（７） 工事完了後の消防設備点検時に点検実施業者より取扱説明、質疑が生じた場合は対

応すること。 

（８） 既設器具部品等の撤去・処分に要する費用は受注者の負担とし、関係法令等に基づ

き適正に処分・廃棄すること。 

 

６．関係機関への届出 

 本工事に係る関係機関への申請手続き等は受注者が行うこととし、これに要する費用は

受注者が負担する。 

 

７．一般事項 

（１）作業前に現地調査を行い、作業内容及び工程等について発注者の承諾を得ること。



確認事項が生じた場合は、その都度発注者に対応を確認すること。 

（２）施設利用者の日常生活に支障を来さないよう作業すること。業務現場の安全管理を

徹底し、当該作業を遂行する上で必要となる調整事項については、発注者と緊密に

連携を図り、施設利用者の安全対策を確実行うこと。 

（３）納入、機器取付等にあたっては、十分な養生・安全対策を講ずること。既設設備等

に損害を及ぼした場合は、速やかに報告するとともに、受注者の責任において現状に

復旧すること。 

（４）作業に関連する法規及び設置する器具の施工要領等を遵守すること。 

（５）当該作業時には作業員を必ず常駐させること。 

（６）受注者は設置後、各種試験調整を行い、結果を報告すること。試験調整の結果、不

合格となった場合は必要な処置を施し、再度試験調整を行うこと。 

（７）設備更新後、施設職員向けに取扱説明を実施すること。 

 

８．関係書類の提出 

本工事において受注者は、下記の書類を提出すること。 

ア 施工計画書 

イ 工事完成報告書 

ウ 工事写真帳（部品交換においては新旧部品が確認できるようにすること） 

エ 取扱説明書（日本語） 

オ 放送系統図及び放送エリア図 

エ その他発注者の指示するもの（配置図等） 

 

９．新型コロナウイルス等感染症の感染拡大予防 

（１）アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒など、感染症予防

対策を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 

（２）作業従事者等に新型コロナウイルス感染症等の感染が認められる又はその疑いがあ

る場合には、速やかに発注者に報告するとともに、保健所等の指示に従い、感染者及び

濃厚接触者の自宅待機をはじめとした適切な対応を図ること。 

（３）新型コロナウイルス感染症等に感染した作業従事者等が現場作業に従事できなくな

ることによるほか、感染拡大に起因した工事資機材等の調達困難又は受注者における

感染拡大防止を目的とした措置として、工期の見直し等の申し出があった場合には、こ

れに伴い生じる請負金額の変更等をはじめ、適切な対応を講じることとする。この場合

においては、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして取り

扱うこととする。 

（４）受注者からの申し出がない場合であっても、新型コロナウイルス感染症等罹患及び拡

大に伴う影響により、現場の施工継続が困難と認められる場合においては、工事内容等



の変更、中止等について指示する場合があるのでご承知おき願います。 

１０.その他 

本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、及び本仕様書に記

載のない事項は発注者と協議の上その指示に従うものとする。 

 

（更新機器等規格） 

仕様 数量 単位 

壁掛型非常用（業務兼用）放送設備 ２０局・400Ｗ 

（音声製作２０音声まで、取付金具及びブランクプレート含む） 

１ 式 

壁掛型非常リモコン２０局 ２ 台 

 

（機器設定変更等） 

仕様 数量 単位 

ニッタン製 R 型火報受信機データ変更 

（音声接点出力増設、受信機表示名、警戒図制作※紙ベース） 

１ 式 

防排煙中継器６回線（取付・配線含む） ２ 個 

 












